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東浦町では、給食の質を確保しながら保護者の経済的負担を軽減するため、学校給

食費の補助を拡大しました。 

小学校では、国の抜本的な負担軽減に上乗せし、本町独自の補助を行うことで  

給食費の実質無償化を実現しました。 

また、中学校についても義務教育期間であることを考慮し、国の抜本的な負担軽減

施策に先行して町が一定の補助を行い、保護者の経済的負担を軽減します。 

 

●実施時期 

2026年４月～ 

 

●児童生徒１人あたりの給食費等 

学 校 給食費 保護者負担額 備 考 

小学校 300円/食 
０円/食 

（実質無償化） 

本町からの補助は、物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交

付金を活用し公費負担。 

これにより、2026 年度は小学

校給食の実質無償化を実現。 
中学校 350円/食 330円/食 

 

●物価高騰への対応 

今後、更なる給食賄材料費の高騰が見込まれますが、給食費を増額改定した場合で

も、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、増額分を公費負担する

ことで、保護者の経済的負担を軽減します。 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

東浦町学校給食センター      0562-83-5314 担当：山本 

東浦町立小中学校 学校給食費の補助を拡大 

小学校は実質無償化・中学校も独自補助で負担軽減 


